
渋谷区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業要綱実施要領 

 

都市整備部長決裁 平成２４年３月３０日 

（最終改正）都市整備部長決裁  令和７年３月３１日 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、渋谷区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業要綱（平成２４年

３月１９日制定。以下「要綱」という。）第２５条に基づき要綱の施行に必要な事項を定

めるものとする。 

 

（様式）  

第２条 要綱第１０条第 1 項に規定する申請は、渋谷区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震

化促進事業（以下「耐震化促進事業」という。）全体設計承認申請書（別記第１号様式）

に、別表１に掲げる書類を添えて行わなければならない。 

２ 要綱第１０条第２項の規定による通知は、耐震化促進事業全体設計（変更）承認通知書

（別記第２号様式）又は耐震化促進事業全体設計（変更）不承認通知書（別記第３号様式）

により行うものとする。 

３ 要綱第１０条第２項の規定により通知した承認内容に変更が生じた場合の申請は、耐

震化促進事業変更承認申請書（別記第４号様式）に、変更内容が分かる書類及びその理由

を明らかにする書類を添えて行うものとする。ただし、軽微なものについては耐震化促進

事業変更届（別記第５号様式）に、変更内容が分かる書類及びその理由を明らかにする書

類を添えて行うことができるものとする。 

４ 要綱第１１条第１項に規定する申請は、耐震化促進事業助成対象承認申請書（別記第６

号様式）に、第６条各項の規定による事業に応じて別表第２（い）項から（に）項までの

うち、いずれかに掲げる書類を添えて行わなければならない。ただし、要綱第３条第１項

第１号に規定する補強設計費用助成事業から続けて申請を行おうとする場合には、別表

第２（ろ）項から（に）項までの書類について、その一部若しくは全部を写し及び省略す

ることができる。 

５ 要綱第１１条第２項の規定による消費税仕入控除税額について、控除を行わない場合

は、消費税仕入控除税額確認書（別記第７号様式）を前項の申請書類に添えて行わなけれ

ばならない。 

６ 要綱第１１条第３項の規定による通知は、耐震化促進事業助成対象承認通知書（別記第

８号様式）又は耐震化促進事業助成対象不承認通知書（別記第９号様式）により行うもの

とする。 

７ 要綱第１２条の規定による届出は、耐震化促進事業着手届（別記第１０号様式）に別表

第３に掲げる書類を添えて行わなければならない。 



８ 要綱第１４条第２項の規定による依頼は、耐震化促進事業検査依頼書兼実施記録（別記

第１１号様式）により行うものとする。 

９ 要綱第１５条第１項の規定による申請は、耐震化促進事業変更承認申請書（別記第４号

様式）に、変更内容が分かる書類及びその理由を明らかにする書類を添えて行うものとす

る。ただし、軽微なものについては耐震化促進事業変更届（別記第５号様式）に、変更内

容が分かる書類及びその理由を明らかにする書類を添えて行うことができるものとする。 

１０ 要綱第１５条第２項の規定による通知は、耐震化促進事業助成対象変更承認通知書

（別記第１２号様式）又は耐震化促進事業助成対象変更不承認通知書（別記第１３号様式）

により行うものとする。 

１１ 要綱第１６条の規定による届出は、耐震化促進事業取りやめ届（別記第１４号様式）

により行うものとする。また、要綱第１０条第２項の規定により通知した承認内容を取り

やめるときも同様とする。 

１２ 要綱第１７条の規定による取消しは、耐震化促進事業助成対象承認取消通知書（別記

第１５号様式）により行うものとする。 

１３ 要綱第１８条の規定による届出及び申請は、耐震化促進事業完了届兼助成金交付申

請書（別記第１６号様式）に別表第４（い）項から（に）項までのうち、いずれかに掲げ

る書類を添えて行わなければならない。 

１４ 要綱第１９条の規定による通知は、耐震化促進事業助成金交付決定通知書（別記 第

１７号様式）又は耐震化促進事業助成金不交付決定通知書（別記第１８号様式）により行

うものとする。 

１５ 要綱第１９条第２項の規定による消費税仕入控除税額の報告は、消費税仕入控除税

額報告書（別記第１９号様式）に別表５に掲げる書類を添えて行わなければならない。ま

た、助成金の交付を受けた後に、消費税仕入控除税額が明らかとなった場合においても同

様とする。 

なお、その場合において、区長が当該仕入控除税額の全部又は一部の納付を命じたとき

は、これを納付しなければならない。 

１６ 要綱第２０条第１項の規定による請求は、耐震化促進事業助成金交付請求書兼口座

振替依頼書（別記第２０号様式）により行わなければならない。ただし、要綱第２条第１

項第１０号に規定する耐震化事業等（以下「耐震化事業等」という。）実施業者に受領を

委任する場合は、耐震化促進事業助成金交付請求書兼口座振替依頼書（別記第２０号様式）

に耐震化促進事業助成金受領委任払いに係る委任状（別記第２１様式）を添えて行うもの

とする。 

１７ 要綱第２１条第２項の規定による通知は、耐震化促進事業等助成金交付決定取消通

知書（別記第２２号様式）により行うものとする。 

１８ 要綱第２２条の規定により助成金の返還を命ずるときは、耐震化促進事業助成金返

還命令書（別記第２３号様式）により行うものとする。 



 

（対象建築物） 

第３条 要綱第４条第２項の規定による構造上複数棟があり、それぞれの棟が対象建築物

として処理を行う場合、それぞれの棟において要綱第３条第１項第２号に掲げる事業が実

施されることについて組合等で合意したことが確認でき、最終的に要綱第４条第１項第１

号に規定する一の建築物として事業が実施されるものとする。 

 

（申請等の期日） 

第４条 要綱第１０条第１項に規定する申請の期日は、申請しようとする日の属する年度

の１月３１日までとする。 

２ 要綱第１０条第３項に規定する期日は、承認する事業の最終年度の２月２８日までと

する。 

３ 要綱第１１条第 1 項に規定する申請の期日は、申請しようとする日の属する年度の１

月３１日までとする。 

４ 要綱第１８条第１項及び第２項に規定する申請は、申請をしようとする日の属する年

度の２月２８日までに行うものとする。  

５ 前各項に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合は、この限りではない。 

 

（請求の期限） 

第５条 要綱第２０条第１項の規定による請求は、助成金の交付決定をした日から１４日

以内とする。 

 

（報告及び検査を行う職員） 

第６条 区長が、要綱第２４第１項の規定により対象建築物を検査し、若しくは調査する場

合は、建築物の耐震改修の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号。）第１５条第４

項の規定を準用して行うものとする。 

 

（助成金の支払い等） 

第７条  助成金の支払い等要綱及び要領に定めのない事項については、渋谷区補助金等交

付規則（昭和４１年渋谷区規則第１０号）及び渋谷区会計事務規則（平成１９年渋谷区規

則第６４号）によるものとする。 

 

附 則 

この要領は、平成２２年１０月４日から適用する。 

附 則 

この要領は、平成２２年１０月２８日から適用する。 



附 則 

第１  施行期日 

この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

第２  経過措置 

改正前の渋谷区緊急輸送道路沿道建築物耐震化支援事業要綱に基づき申請を行った建築物

の耐震化事業で、平成２３年３月３１日までに耐震改修工事に着手する事業については、改

正前の規定を適用する。 

附 則 

この要領は、平成２６年４月１日から適用する。 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成３０年１１月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

 

  



別表１（全体設計承認申請の添付書類） 

添付書類 

（１）助成対象建築物の案内図（当該建物がわかるように図示すること） 

（２）助成対象建築物が耐震改修促進法第１４条第３号に掲げる建築物であることが確

認できるもの（前面道路の形状、幅員、高低差を記載した配置図及び立面図もしく

は断面図等） 

（３）耐震化事業等の工程表（着手予定日及び完了予定日を明記すること） 

（４）耐震化事業等に要する費用の見積書（内訳がわかるもの） 

   違反又は不適合がある場合は、是正のための内訳がわかる見積書を追加 

（５）助成金交付申請業務を代理人が行う場合は、委任状 

（６）承認を得た後に事業費の総額又は事業の予定等を変更する場合においては、変更

内容のわかる資料 

（７）その他区長が必要と認める書類 

 

 

別表第２（助成対象承認申請の添付書類）  

種類 添付書類 

  

（
い
）
耐
震
補
強
設
計
費
用
に
係
る
助
成 

（１）消費税仕入税額控除を行わない場合は、消費税仕入税額控除確認書 

（２）助成対象建築物の全部事項証明書（原本） 

   分譲マンションの場合は、２区分以上 

（３）助成対象建築物(分譲マンションを除く。)の所有者が法人である場合は、

法人の全部事項証明書 

（４）助成対象建築物の台帳記載事項証明書又は建築確認済証及び検査済証の

写し 

（５）検査済証の交付が無く、法適合状況調査を実施した場合は、法適合状況

調査の結果書類の写し 

（６）助成対象建築物の案内図（当該建物がわかるように図示すること） 

（７）助成対象建築物が耐震改修促進法第１４条第３号に掲げる建築物である

ことが確認できるもの（前面道路の形状、幅員、高低差を記載した配置図

及び立面図もしくは断面図等） 

（８）図面（付近見取図、各階平面図、立面図及び断面図等） 

（９）要綱第８条第１項第１号の規定により別表１の助成金額の対象となる分

譲マンションの場合かつ店舗等併用している場合は、助成対象建築物の延

べ面積の過半が居住の用途として使用されていることが確認できる書類 

（１０）要綱第１３条に規定する耐震診断等の評定の結果が確認できる書類 

（１１）耐震診断結果報告書及び概要書の写し 



（１２）法適合状況調査の結果等により建築基準法及び関係法令上の重大な不

適合がある場合は、耐震改修工事等と同時に不適合部分を是正する内容の

工事計画書 

（１３）区分所有建築物（マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成

１４年法律第７８号。以下「マンション建替え円滑化法」という。）に基づ

く認定買受人が所有する建築物を除く。）の場合は、耐震化事業等の実施に

ついて管理組合又は区分所有者の集会において、有効な決議がなされてい

ることが確認できる資料 

   除却工事においては、マンション敷地売却事業を実施する場合は、従前

マンションの管理組合が認識し、合意していることがわかる資料。ただし、

マンション建替え円滑化法に基づく個人施行の場合及び区分所有建築物

以外の場合は不要 

 耐震改修工事及び除却工事においては、構造上複数棟があり、それぞれ

の棟を対象建築物とする場合、それぞれの棟毎に必要 

（１４）区分所有建築物の場合は管理規約等の写し 

マンション建替え円滑化法第９条に基づく建替組合の場合は定款の写

し、マンション建替え円滑化法第４５条に基づく個人施行の場合は規準又

は規約の写し 

（１５）耐震化事業等の工程表（着手予定日及び完了予定日を明記すること）   

（１６）耐震化事業等に要する費用の見積書（内訳がわかるもの） 

耐震改修工事及び除却工事においては、違反又は不適合がある場合

は、是正のための内訳がわかる見積書を追加 

（１７）区分所有建築物以外で建築物の所有者が複数である場合は、共有者全

員の同意書 

（１８）代理人等に申請手続きを委任する場合は、委任状 

   マンション建替え円滑化法第４５条に基づく個人施行の場合は、全員同

意を得たものとみなすため不要 

（１９）承認を得た後に承認内容等を変更する場合は、変更内容がわかる資料 

（２０）その他区長が必要と認める書類 

  

（
ろ
）
耐
震
改
修
工
事
費
用

に
係
る
助
成 

（１）（い）項（１）から（２０）までに規定する書類 

（２）土地所有者が別に存する場合は、助成対象建築物の土地の全部事項証明 

  書 

（３）土地所有者が別に存する場合は、助成対象建築物の土地所有者の承諾書 

（４）補強設計報告書及び耐震改修工事計画図（補強設計図書等） 

（５）建築物の耐震改修の促進に関する法律第１７条、第２５条の認定を要す

る場合は認定書及び副本の写し 



※その他、区への申請等手続きは不要であるが東京都耐震化工事中掲示物掲示

制度要綱に基づく「耐震改修工事中」掲示物の手続きが必要 

  

（
は
）
除
却
工
事
費
用
に
係
る
助
成 

（１）（い）項（１）から（４）までに規定する書類 

（２）（い）項（６）から（２０）までに規定する書類 

（３）マンション建替え円滑化法に基づく敷地売却制度を活用する場合又は建

替組合若しくは個人施行の場合は、買受計画の認定、建替組合設立、個人

施行の認可がわかる資料 

（４）マンション建替え円滑化法に基づく敷地売却制度を活用する場合又は建

替組合若しくは個人施行の場合は、買受計画書、事業計画書の概要の写し 

（５）マンション建替え円滑化法に基づく建替組合の場合は、建替組合理事長

の就任がわかる資料 

（６）除却後の土地に既存構造物等の残置がある場合は、土地の造成状況に関

する説明資料 

※その他、区への申請等手続きは不要であるが東京都耐震化工事中掲示物掲示

制度要綱に基づく「耐震改修工事中」掲示物の手続きが必要 

（
に
）
建
替
え
工
事

費
用
に
係
る
助
成 

（１）（は）項（１）から（６）までに規定する書類 

※その他、区への申請等手続きは不要であるが東京都耐震化工事中掲示物掲示

制度要綱に基づく「耐震改修工事中」掲示物の手続きが必要 

 

 
 

 

別表第３（着手届の添付書類） 

（１）耐震化事業等の実施者との契約書の写し 

（２）その他区長が必要と認める書類 

 

別表第４（耐震化促進事業完了届兼助成金交付申請の添付書類） 

種類 添付書類 

  

（
い
）
耐
震
補
強
設
計
費
用
に
係

る
助
成 

（１）消費税仕入税額控除を行う場合で、消費税仕入税額が明らかなときは消

費税仕入税額控除報告書 

（２）耐震化事業等にかかる費用の領収書、請求書または支払額が確認できる

書類の写し 

（３）要綱第１３条に規定する評定等の結果が確認できる書類 

（４）補強設計報告書及び耐震改修工事計画図（補強設計図書等） 

（５）法適合状況調査を行った場合は、法適合状況調査の結果書の写し 

（６）法適合状況調査の結果等により建築基準法及び関係法令上の重大な不適



合がある場合は、耐震改修工事等と同時に不適合部分を是正する内容の工

事計画書 

（７）その他区長が必要と認める書類 

  

（
ろ
）
耐
震
改
修
工
事
費
用
に
係
る
助
成 

（１）（い）項（１）、（２）及び（７）に規定する書類 

（２）工事監理報告書又は建築士法第２０条第３項の規定による報告書の写し 

（３）工事前、工事中、工事完了後の助成対象建築物の写真及び撮影した日付

が確認できるもの並びに撮影位置を示す資料 

（４）除却後の土地に既存構造物等の残置がある場合は、その内容がわかる写

真や報告書等の資料 

（５）重大な不適合がある場合は、工事計画書に基づいて是正した内容がわか

る写真や報告書等の資料 

（６）耐震改修の計画が建築基準法第６条第１項の規定による確認又は同法第

１８条第２項の規定による通知を要する場合は、同法第７条第５項、同法

第７条の２第５項又は同法第１８条第１６項に定める検査済証の写し 

（７）東京都耐震化工事中掲示物の掲示状況がわかる資料 

（
は
）
除
却
工
事
費
用
に
係
る
助
成 

（１）（ろ）項（１）に規定する書類 

（２）（ろ）項（３）から（５）までに規定する書類 

（３）（ろ）項（７）に規定する書類 

（４）マンション建替え円滑化法に基づく敷地売却制度を活用する場合や建替

組合又は個人施行の場合において、助成対象承認時から買受計画や事業計

画等の変更が生じた場合は、変更後の認可がわかる資料 

（５）マンション建替え円滑化法に基づく敷地売却制度を活用する場合や建替

組合又は個人施行の場合において、助成対象承認時から買受計画や事業計

画等の変更が生じた場合は、変更後の買受計画や事業計画等の写し 

（
に
）
建
替
え
工
事
費

用
に
係
る
助
成 

（１）（ろ）項（１）に規定する書類 

（２）（ろ）項（３）から（５）までに規定する書類 

（３）（ろ）項（７）及び（８）に規定する書類 

（４）（は）項（３）及び（４）に規定する書類 

 

 

 

別表５（消費税仕入控除税額報告書の添付書類） 

（１）要返還相当額の精算の内訳がわかる資料 

（２）確定申告を行っている場合は、消費税の確定申告書の写し 

（３）交付決定後に報告を行う場合は、助成金交付決定通知書の写し 

（４）その他区長が必要と認める書類 



 

＊「耐震診断結果報告書及び耐震診断結果概要書」は、原則として「建築物の耐震診断結果

の報告等について（平成１８年９月１５日国住指第１３８５号）」の標準的な様式１及び

２によるものとする。 

＊耐震診断・補強設計等に関する構造計算の電算出力については省略することができるも

のとする。 

 


